
○動物の愛護及び管理に関する規則  

平成 13 年 4 月 1 日  

規則第 63 号  

大阪市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則を公布する。  

大阪市動物の愛護及び管理に関する規則  

(趣旨 ) 

第 1 条  この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律 (昭和 48 年

法律第 105 号。以下「法」という。)及び大阪市動物の愛護及び管理

に関する条例 (平成 13 年大阪市条例第 46 号。以下「条例」という。)

の施行について必要な事項を定めるものとする。  

(定義 ) 

第 2 条  この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。  

(専決 ) 

第 3 条  区役所保健福祉課長 (西区役所、港区役所、大正区役所、浪

速区役所、淀川区役所、東成区役所、生野区役所、旭区役所、城東

区役所、鶴見区役所、阿倍野区役所、住之江区役所、住吉区役所、

東住吉区役所及び平野区役所に置かれるものに限る。)、区役所保健

担当課長及び区役所保健・生活支援担当課長は、条例第 8 条の規定

による公示を行う事務を専決することができる。  

(動物取扱責任者研修の開催等 ) 

第 4 条  動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 (平成 18 年環境

省令第 1 号。以下「法律施行規則」という。 )第 10 条第 3 項ただし

書の別に定める場合は、やむを得ない事由により市長が開催する動

物取扱責任者研修を受けることができなかったことにより、法律施

行規則第 10条第 3項第 1号の規定に違反することとなる場合とする。 

2 法律施行規則第 10 条第 3 項ただし書の規定により市長が指定する

他の都道府県知事は、次に掲げるものとする。  

(1) 大阪府知事及び堺市長  

(2) 前号に掲げるもののほか、都道府県知事、地方自治法 (昭和 22 年

法律第 67 号 )第 252 条の 19 第 1 項の指定都市の長又は同法第 252 条

の 22 第 1 項の中核市の長であって、市長が開催する研修と同等以上

の内容を有すると市長が認める研修を開催するもの  

(特定動物の飼養許可の有効期間 ) 

第 5 条  法律施行規則第 14 条の許可の有効期間は、 5 年とする。た

だし、興行上の利用に供する特定動物を飼養し、又は保管する特定

飼養施設その他の特定動物を一時的に飼養し、又は保管する特定飼
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養施設に係る許可にあっては、当該許可の有効期間は、5 年を超えな

い範囲内で市長が必要と認める期間とする。  

(特定動物引取申請書 ) 

第 6 条  条例第 7 条第 2 項の申請書の提出は、第 1 号様式による特

定動物引取申請書に条例第 7 条第 1 項第 1 号に該当する事実を証明

する書類を添付して行わなければならない。  

(公示等 ) 

第 7 条  条例第 8 条の規定による公示は、次に掲げる事項を動物を

引き取り、又は収容した保健福祉センターの掲示板に掲示して行う

ものとする。  

(1) 引き取り、又は収容した日時及び場所  

(2) 公示期間満了日  

(3) 引き取り、又は収容した動物の種類、品種及び性別  

(4) 引き取り、又は収容した動物の毛色、毛の長短、体格及び推定年

月齢その他特徴となるべき事項  

(収容動物の飼養費用等 ) 

第 8 条  条例第 15 条の費用の額は、次に掲げるとおりとする。  

(1) 動物の飼養等に要した費用  1 頭、 1 匹又は 1 羽 1 日につき 250

円  

(2) 動物の返還に要する費用  1 頭、 1 匹又は 1 羽につき 3,700 円  

2 前項各号に掲げる費用は、動物の引き取りの申請の際に納付しなけ

ればならない。  

3 既納の費用は、還付しない。  

(立入検査証 ) 

第 9 条  条例第 17 条第 2 項の証明書は、第 2 号様式によるものとす

る。  

(施行の細目 ) 

第 10 条  この規則の施行に関し必要な事項は、健康局長が定める。 

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第 10 条から第 12

条までの規定は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 13 年 6 月 29 日規則第 111 号 ) 

この規則は、平成 13 年 7 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 15 年 3 月 31 日規則第 73 号 ) 

この規則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 18 年 5 月 26 日規則第 156 号 ) 
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この規則は、平成 18 年 6 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 19 年 5 月 25 日規則第 125 号 ) 

1 この規則は、平成 19 年 6 月 1 日から施行する。  

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の

大阪市動物の愛護及び管理に関する規則第 2号様式による証明書は、

この規則による改正後の大阪市動物の愛護及び管理に関する規則第

2 号様式による証明書とみなす。  

附  則 (平成 22 年 3 月 31 日規則第 79 号 ) 

この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 23 年 3 月 31 日規則第 71 号 ) 

この規則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 24 年 3 月 30 日規則第 95 号 ) 

この規則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。  

第 1 号様式 (第 6 条関係 ) 

(A4)  

特定動物引取申請書  

平成   年   月   日    

 大阪市長  様  

申請者  住所                    

  
法人にあっては、主たる

事務所の所在地  
  

氏名印                    

  
法人にあっては、その名

称及び代表者の氏名印  
  

電話                    

 大阪市動物の愛護及び管理に関する条例第 7 条第 2 項の規定により、次のとおり特定動

物の引取りを申請します。  
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住所  

 法人にあっては、主たる事

務所の所在地   

  

  

氏名  

 法人にあっては、その名称

及び代表者の氏名   

  

特定動物飼養保管許可年

月日及び番号  
平成  年  月  日付け大阪市指令     第     号  

特定飼養施設の所在地    

特定動物の種類及び数  

種類    

数  (内訳：おす   、めす   、不明   )  

理由    

注  氏名 (法人にあっては、代表者の氏名 )の記載を自署で行う場合は、押印を省略すること

ができます。  

第 2 号様式 (第 9 条関係 ) 

第      号  

 

大阪市動物の愛護及び管理に

関する条例による立入検査等職

員の証  
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  写真  

 所属   大阪市  

 職及び氏名  

          年   月   日生  

  

 上記の者は、大阪市動物の愛護及び管理に関する条例

第 17 条第 1 項の規定により立入検査等を行う職権を有する

者である。  

 発行   平成   年   月   日  

 (有効期間 1 年 )  

大阪市長           印     

 備考  

  1 裏面に根拠法令を記載する。  

  2 用紙の紙質は白洋厚紙とし、寸法は縦 6 センチメートル、横

9 センチメートルとする。  

 

 

 


